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※2 健診結果の保健指導レベルと質問項目の合計点数による保健指導の判定 
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※ 印の該当者については、状況を確認の上、医療機関受診を検討する。 

 

対象者が医療機関で治療中の場合も、医療機関と連携を図り、医療機関で保健指導が
十分できない場合等には、主治医の指示の下、必要な保健指導が確保されるよう調整を
行うことが望ましい。 

なお、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬上の生活習慣病管理料や管理栄養
士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を積極的に活用することが望まれ
る。 

また、医療保険者は、生活習慣病管理料等の情報を積極的に活用することが望まれる。
 

（例：高血圧の治療中であっても、血糖にリスクがある場合は、糖尿病予防のための保
健指導が必要であり、医療機関と連携した上で、必要な保健指導が確保されるよ
う調整することが重要。） 

 
詳細な健診（精密健診） 

  現行の老人保健事業での基本健康診査における判断基準を踏まえた一定の基準の下、
重症化の進展を早期にチェックするため、医師が必要と判断した場合は、詳細な健診（精
密健診）として、眼底検査、心電図等のうちから選択的に行うこととする。 

 
受診勧奨 

検査結果が、 
①血糖     a 空腹時血糖     126mg/dl 以上 又は  

         b 随時血糖の場合   180mg/dl 以上 又は  
         c HbA1c          6.1％ 以上     

②脂質     a 中性脂肪      150mg/dl 以上 又は 
         b HDL コレステロール 40mg/dl 未満 

③血圧     a 収縮期       140mmHg 以上 又は 
         b 拡張期        90mmHg 以上 

④血清尿酸               8.0mg/dl 以上 
⑤LDL コレステロール          140mg/dl 以上 

 
の場合で、治療が行われていない場合は、心血管病の進行予防（心疾患、脳卒中等の重
症化予防）のために治療が必要であることを指導し、治療の中断による重症化が起きな
いよう保健指導を継続することが重要である。 

なお、治療中であっても重症化を予防するためには生活習慣の改善が重要であること

から、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬における生活習慣病管理料や管理栄

養士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を積極的に活用することが望ま

 

 

 
ステップ４ 

○ 血圧降下剤等を服薬中の者（質問票等において把握）については、継続的に医療

機関を受診しており、栄養、運動等を含めた必要な保健指導については、医療機関

において継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため、医療保

険者による特定保健指導の対象としない。 

医療機関においては、生活習慣病管理料、管理栄養士による外来栄養食事指導料、

集団栄養食事指導料等を活用することが望ましい。 

なお、特定保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減

少させるために、必要と判断した場合には、主治医の依頼又は、了解の下に、保健

指導を行うことができる。 

 

○ 市町村の一般衛生部門においては、主治医の依頼又は、了解の下に、医療保険者

と連携し、健診データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応じて、服薬中の者の

住民に対する保健指導を行うべきである。 

 

○ 前期高齢者（６５歳以上７５歳未満）については、①予防効果が多く期待できる

６５歳までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられること、②日常生

活動作能力、運動機能等を踏まえ、ＱＯＬの低下に配慮した生活習慣の改善が重要

であること等の理由から、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とす

る。 

 
３）留意事項 

 ○ 医療保険者の判断により、動機づけ支援、積極的支援の対象者以外の者に対しても、

保健指導を実施することができる。 

 

○ 市町村の一般衛生部門においては、医療保険者と連携し、健診結果等のから、医療

機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診していない者に対する対

策、特定保健指導対象者以外の者に対する保健指導等を行うべきである。 

 
○ 特定保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果、質問

票等によって、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優

先順位をつけ保健指導を実施すべきである（第３編参照）。 

 
○ 保健指導を実施する際に、健診機関の医師が医療機関を直ちに受診する必要がある

と判断しているにもかかわらず、保健指導対象者が、医療機関を受診していない場合

は、心血管病の進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療が必要であ

ることを指導することが重要である。 

 

○ また、健診データ・レセプトデータ等に基づき、治療中断者を把握し、心血管病の

進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療の継続が必要であることを

指導することが重要である。 

積極的支援 

 

動機づけ支援 

 

情報提供 
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れる。医療機関で保健指導が十分できない場合等には、保健指導が確実に確保されるよ
う、医療機関と調整することが望ましい。 

また、医療保険者は、生活習慣病管理料等の情報を積極的に活用することが望まれる。

 

 

３）留意事項 

 ○ 健保組合や市町村などで、すべての対象者に対して、「動機づけ支援」（個別面接）

を行っている場合など、既に濃厚な保健指導を行っている場合は、あえて「情報提供」

のみの対象者を選定する必要はない。 

 

○ 保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果によって優

先順位をつけ、 も必要な対象者に絞ることも差し支えない。ただし、年次計画を立

て、保健指導が必要な対象者に対しては、必ず保健指導が実施されるよう配慮する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）その他 

 健診結果の通知 

  医療保険者は、健診結果について、異常値を示している項目、異常値の程度、異常値

が持つ意義等について、わかりやすく受診者に通知する必要がある。 

 その際、健診機関は、別紙５に示す判定基準に、機械的に受診者の健診結果を判定値

に当てはめるのではなく、検査結果の持つ意義（例：血圧については、白衣高血圧等の

問題があり、再測定が重要であること、中性脂肪については、直前の食事摂取に影響を

受けること、血糖値については、受診勧奨判定値を超えていれば、直ちに医療機関を受

診する必要があること）、異常値の程度、年齢等を考慮した上で、医療機関を受診する

必要性を個別に医師が判断し、受診者に通知することが重要である。 

また、受診勧奨判定値を超えた場合でも、軽度の高血圧（収縮期血圧１４０～１５９

mmHg、拡張期血圧９０～９９mmHg）等であれば、服薬治療よりも、生活習慣の改

善を優先して行うことが一般的であり、特定保健指導の対象となった者については、健

診機関の医師の判断により、保健指導を優先して行い、効果が認められなかった場合に、

必要に応じて、受診勧奨を行うことが望ましい。 

 

詳細な健診 

  判断基準を踏まえた一定の基準の下、重症化の進展を早期にチェックするため、医師

が必要と判断した場合は、詳細な健診として、眼底検査、心電図等のうちから選択的に

行うこととする。 

 なお、健診機関は、基準を機械的に適用するのではなく、詳細な健診を行う必要性を

個別に医師が判断することとし、その判断理由等を医療保険者に通知するとともに、受

診者に説明することとする。 

 

肝機能検査等の取扱い 

ＬＤＬコレステロール、ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ－GＴ等の階層化に用いられない検査結

果についても、保健指導判定値を超えている場合には、特定保健指導の際に、検査結果

に応じて、その病態、生活習慣の改善する上での留意点等をわかりやすく説明する必要

がある。 
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第４章 健診の精度管理 

内部精度管理と外部精度管理の実施 

（１）基本的考え方 

 内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実施者に対する

健康診査の実施等に関する指針」における精度管理に関する事項に準拠して、精度管理

を行うものとする。 

 

（２）内部精度管理 

 内部精度管理については、原則として、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会

（ＪＣＣＬＳ）、独立行政法人産業技術研究所が開発した標準物質を使用し、トレーサビ

リティも含めた十分な内部精度管理が定期的に行われ、検査値の精度が保証されている

ことが必要である。 

 

（３）外部精度管理 

 外部精度管理については、現在実施されている種々の外部精度管理事業（日本医師会、

日本臨床検査技師会、全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が

保証された結果であることが必要である。 
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（参 考） 

精度管理とは、健康診査の精度を保つため、その実施手順、検査の方法、検体の採取

や保存の条件、検査用機械器具、試薬、標準物質等が同一のものとなるように管理する

ことをいう。 

 これを同一の施設内で行うことを内部精度管理といい、複数の施設間で行うことを外

部精度管理という。 
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